
妊娠８か月頃のアンケート調査について（お願い） 

  

石井町では、妊娠届出時より妊婦や低年齢期の子育て家庭に寄り添い、出産・育児等の見通し

をたてるための面談等を行い、必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るため、 妊婦の

皆様に対し、アンケート調査を実施しています。 

妊娠８か月頃、スマートフォンをお持ちの方には、メッセージ機能（ショートメール）を用いて、ア

ンケートをお送りしますので、回答のご協力をお願いします。なお、ご回答いただいた内容は、プラ

イバシー保護に配慮のうえ、子育て世代包括支援センター「ひだまり」において、保健師及び助産

師が今後の支援に活用させていただきます。 

 

※妊娠届出時に記載いただいたお電話番号にお送りします。 

※電話番号が変更されているなど、メッセージが届かない場合、書面で郵送させていただきます。 

 

ショートメールからのアンケート回答方法 

 

【回答の流れ①～③】                                  

① ショートメール本文中の URLをクリックする。             

※石井町健康増進課からのお知らせです。必ずご確認ください。 

② 発信元の電話番号は、０８８－674-１１１１（石井町役場代表番号）です。 

※SoftBankのみ、キャリアの仕様で６ケタ（２４３０５６）のコードが表示されます。 

必ずショートメールの発信元をご確認ください。  

③ フォームの回答画面から必要事項を入力してください。入力後、送信すると完了です。 

 

【所要時間】 

 アンケートは８問あり、３～５分程度です。 

 

 

  

 

フィッシング詐欺とは、送信者を偽り電子メールを送りつけたり、偽の電子メールから偽のウェ

ブサイトに接続させたりするなどの方法で、クレジットカード番号、アカウント情報（ユーザ ID、パ

スワードなど）といった重要な情報を盗み出す行為のことをいいます。役場からのショートメール

で、クレジットカード番号やアカウント情報ををお聞きすることはありませんのでご注意ください。 

 
【問い合わせ先】 石井町健康増進課（保健センター）  

〒779-3233 石井町石井字石井 380-11 

電話：０８８－６７４－０００１（平日 8:30～17:15 年末年始を除く） 

今後、母子保健事業（乳幼児健診や育児サロン、発達相談等）をショートメールでご案内

させていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。 

妊娠届出された方へ 

フィッシング詐欺
さ ぎ

にご注意! 


